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要　約
　AI 大国中国では，様々な産業分野でAI が本格的に活用され，AI 関連技術や，AI が生み出す創作物をどの
ように知的財産権で保護するか，という議論が盛んになってきている。本稿では，前半では特に，AI ビジネ
スモデル特許出願の審査基準，明細書作成時のポイントを紹介し，後半では，AI 創作物の著作物性をめぐる
諸論点，裁判事例を紹介する。
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1．はじめに
　中国は，米国に並ぶ「AI 大国」になりつつある。
2020 年，中国AI 産業市場規模は 1,000 億元を突破す
る見込みであり，交通，医療，金融，IT，教育，物
流，セキュリティ，文化，体育など幅広い産業分野
で，市場を形成している（1）。
　この背景の一つとして，中国政府もAI 技術開発を
後押していることが挙げられる。2015 年に発表され
た国家政策「中国製造 2025」でもAI 技術開発は重要

目標の一つとされ，AI に特化した国家レベルの政策
も同年前後より多く出されるようになってきている。
　AI 関連特許出願も増えており，2018 年の時点で，
関連特許出願は 9万件を突破し，日米中 3カ国のAI
特許は世界の 75％を占めている中，中国は世界の
37％を占め，世界一の出願量となっている（2）。
　このような流れの中，近年，AI 関連技術，創作物
にかかる知的財産権をどのように保護するか，という
議論も盛んになってきている。本稿では，AI 関連技
術と特許出願，AI 創作物と著作権の 2 点について，
中国の現状等を紹介する。

2�．AI 関連技術に関わるビジネスモデル特許出願
に対する審査基準の変化と出願明細書記載時の
ポイントについて

　AI は技術水準が向上しつつあるのみならず，様々
な商品・サービスに組み込まれて利活用が始まってい
る。AI に関する特許出願も増えており，これに関わ
るプログラム特許出願などもあるが，中国において
は，特にAI 関連のビジネスモデル特許出願の人気が
高く，出願量も年々増加している。
　他方で，この種のAI 関連出願やこれら出願の審査
において，どのようなビジネスモデル技術が保護され
るべきか，AI ニューラルネットワークトレーニング
の過程において特許出願として提出できるか，さら
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に，技術的特徴と非技術的特徴とがどのように結合さ
れるべきかなど，特許審査実務上，多くの問題点が存
在している。また，この種のビジネスモデル特許にお
ける非技術的特徴と技術的特徴の相互結合によって，
審査対象となる発明に対してどのように寄与するかは
必ずしも明確なものではなかった。
　かかる状況下，2020 年 2 月 1 日に施行された中国
審査指南の改訂，またその後の運用により，AI 関連
特許出願，特にAI ビジネスモデル特許出願にかかる
審査基準が明確となり，出願人は，出願前に同基準に
ついて検討することができるようになった。以下，明
確化された審査基準をいくつか紹介する。

　（1）�　技術的特徴，アルゴリズム特徴，ビジネス
ルール及び方法の特徴を単独に判断しない

　特許審査においては，発明の全体を審査対象として
審査すべき基準が明確にされたことによって，審査官
が請求項にかかる発明の全体を見ずに請求項の各発明
特定事項を単独に審査することを避けることができ，
技術課題，技術的特徴，ビジネスルールと技術的効果
を結合した発明の全体について審査を行うことになる。
　出願人は，出願書類を作成するときに，技術課題，
ビジネスニーズ等の非技術的特徴，技術的特徴のみな
らず，アルゴリズム特徴・ビジネスルールと技術的効
果や，ユーザ体験をも結合させた発明を構築すること
が推奨される。

　（2）�　技術的特徴による機能と相互にサポートする
アルゴリズム特徴・ビジネスルール及び方法の
特徴が進歩性に寄与する技術的貢献を考慮する

　特許審査において，非技術的特徴と技術的特徴の間
の機能的な相互のサポートの存在を考慮すべきである
と定められた。
　よって，出願人は，出願書類を作成するときに，請
求項の記載に非技術的特徴と技術的特徴を有機融合
し，相互間のサポート関係を明確に記載することとな
る。また，明細書には，アルゴリズム特徴・ビジネス
ルールと発明により具現される技術的手段との間に緊
密な関連と作用関係を明確化することが推奨される。

　（3）　明細書及び請求の範囲の記載要件の細分化
　今回の審査指南の改訂により，明細書については，
技術的特徴とその機能の間の相互的サポート，相互的

関係の存在を明記することによってビジネスルールと
方法の特徴とが共同で作用し，かつ有益な効果をもた
らすように記載すべき点が明確化された。
　このような記載方法によれば，審査官が当該発明を
十分に理解でき，相互間のサポート及び相互作用に
よって発明に対する寄与を十分に理解することができ
るようになる。
　出願人は，出願書類を作成するときに，AI 関連の
発明の応用場面及び当該場面の下での具体的な技術的
課題を十分かつ豊富に記載し，特定の応用場面及び技
術的課題に対して，技術的特徴，アルゴリズム特徴・
ビジネスルール及び方法の特徴を組み合わせるよう
に，全体的な発明を説明すべきである。請求の範囲に
おいて，発明は，技術的特徴だけでなく，アルゴリズ
ム特徴・ビジネスルール等を含んでもよく，非技術的
特徴と技術的特徴の間に有機的な作用関係を明確化さ
せた発明を記載することが推奨される。

　以上のとおり，今回の審査指南の改訂，そしてその
後の施行状況により，AI に関連するビジネスモデル
特許出願について審査の考え方が明確化され，非技術
的特徴による発明への寄与，又は非技術的特徴と技術
的特徴の結合による発明への寄与が明確化された。な
お，審査指南については，さらに，2020 年 11 月にも，
改正草案の意見募集が行われており，その改正草案に
おいては，コンピュータプログラム関連発明の中で，
AI における学習方法について保護対象となり得るこ
とが具体例として規定された。
　こうした変化を踏まえて，明細書作成時には，上記
記載各ポイントを意識されたい。

3．AI 生成物の著作権について
　（1）　中国におけるAI による創作の現状
　上述のとおり，近年，中国におけるAI 産業は急速
に発展し，様々な分野において，AI 技術が浸透，活
用されているが，文化芸術分野を中心に，創作活動に
おいてもAI 技術は活用され，AI によって，人間が
創作するレベルとほぼ同様の創作物（以下，「AI 生成
物」という）が次々と生み出されている。以下，いく
つかの事例を紹介する。

小氷（シャオアイス）
　マイクロソフト中国が開発した女性型チャットロ
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ボット。作詩，作画，作曲等様々な創作活動（3）を行っ
ており，最近，人気が非常に高く，現在，小氷のウェ
イボー（4）アカウントのフォロワー数は 520 万を超えて
いる。

小氷（シャオアイス）が創作した油絵
（出典：「或然世界：誰是人工知能画家小氷？」画集）

Dreamwriter
　テンセント科技社の開発した中国初の新聞記事生成
ロボット。毎日 2,500 点上の財経，科学技術，スポー
ツ等の新聞記事を自動生成している。
小 （シャオハイ）
　中国の音楽著作権管理会社であるHIFIVE 社の開
発した作詞・作曲ロボット。月 1～2 枚のペースでア
ルバムを出している。
　その他にも，清華大学の開発した作詩AI「微微
（ウェイウェイ）」，新華社の開発した新聞記事生成ロ
ボット「快筆小新」等のAI ロボットも注目を集めて
いる。

　（2）　AI 生成物と著作権関連論点
　　ⅰ．関連論点
　上述のとおり，文化芸術分野を中心にAI 生成物が
多く生み出されるようになったことにより，近年，中
国では，AI 生成物が著作権法上の保護を受けられる
かどうか等の議論が多く行われている。現在，学界で
の議論は主に，（1）AI 生成物は著作物として認定で
きるか，（2）著作物として認定できる場合，その権利
は誰に帰属すべきか，（3）著作物として認定できない
場合であっても，その他法律上の保護を受けることが
できるかという点に集中している。
　（1）の論点で議論されることが多いのは，AI 生成
物が，「独創性（日本著作権法の「創作性」に相当す
る概念）を有する」といいえて，著作物としての認定

要件を充足しているか，という点である。なお，後述
の裁判例のとおり，同論点の前提として，「著作物は人
間が創作するものである」とする伝統的な著作権理念
を覆して良いのかという点も議論されることもある。
　この点，独創性の有無について，外形的・客観的に
独創的表現を備えてさえすれば，AI 生成物は著作物
として認定できるとする主張がある。同主張は，独創
性の有無の判断対象は結果として創作された表現創作
物そのものを対象とすれば十分であり，多くのAI 生
成物は，人間の創作物と比べても，外形的・客観的に
見ればほぼ同様であることから，同創作主体，過程に
ついて特段，考慮することなく，表現内容に独創性が
あれば著作物としての要件を充足するとしている。
　これに対して，独創性の有無を判断する際には，創
作物の外形的表現のみならず，その創作過程における
独創性の有無も考慮すべきであるという主張もある。
同主張は，独創性とは，創作者の独立かつ個性的な創
作に由来するものであり，その創作過程において作者
に「創作選択の余地」を残さなければならないと考え
る。同主張に基づくと，現時点ではAI は基本的に人
間が予め設定した算法，規則，テンプレートに基づき
計算を行うため，創作物を生み出すための初期データ
や材料が同様の場合，AI が生み出す創作物も限定的
となり，その意味で，創作の余地や個性，特徴を有し
ていないことから，独創性の要件を満たさず，著作物
として認定できないということになる。
　次に，（2）の論点については，AI 生成物が著作物
として認定できるとする論者の多くは，AI 生成物の
権利帰属は法人著作物制度を参考とし，同著作権は
AI ソフトウェアの所有者又は利用者に帰属すると考
えている。（3）の論点については，著作物として認定
できないとする論者の一部は，AI 生成物の生成には
特定の主体（投資者）による技術的，経済的，組織的
な投資が必要であるため，投資者の権益を保護すべき
であるとし，AI 生成物が著作権保護対象とならない
にしても，著作隣接権保護対象として保護できるよう
な制度を作るべきだと主張する。
　以上のとおり，AI 生成物の著作物性，同保護のあ
り方については，中国では様々な意見が存在してお
り，統一的な見解がまだ形成されていない状況となっ
ている。
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　　ⅱ．裁判事例
　中国におけるAI生成物の著作権関連紛争について，
近年，訴訟でも争われるようになってきているが，裁
判事例も極めて少ない状況であり，AI生成物の著作物
性について統一的な司法判断はまだ形成されていない。
たとえば，以下の2つの事例では，AI生成物の著作物
性について裁判所は全く異なる判断を下している。
　1つ目の事例は，北京菲林法律事務所と北京百度網
訊科技有限公司との間の著作権侵害紛争案件（5）であ
る。ヴォルタース・クルーワー社の法律情報データ
ベース「威科先行」の法律情報ビックデータ，AI 機
能を利用して生成された，映画・娯楽業界における裁
判事例・統計分析レポートの著作物性について，北京
インターネット裁判所は次の通り判示した。
　分析レポートの内容は，文字著作物の形式要件を満
たしており，その内容は関連データの選択，判断，分
析を体現し，一定の独創性を有する。しかし，現行の
法律規定によると，著作物として認定できる要件とし
て，人間が創作し完成させることが求められている。
分析レポートは人間が創作したものではなく，独創性
を有するとしても，著作権法上の著作物として認定で
きない。
　なお，同裁判所は，AI 生成物の著作物性は否定し
たが，分析レポートの生成はソフトウェアの所有者と
利用者の投資によって生成されたものであり，伝播価
値も有していることから，投資成果（分析レポート）
の伝播を促し，その効用を発揮させるために，投資者
に権益を与えるべきであるところ，所有者の利益は利
用者に対するソフトウェア利用料の徴収により獲得で
きるため，分析レポートの関連権益を利用者に与える
べきであると判示した。但し，関連権益とは具体的に
どのような権益であるか，どのような法律根拠で，ど
のように利用者の権益を保護すべきかについて，明示
しなかった。
　2つ目の事例は，深セン市テンセント計算機系統有
限公司（以下，「テンセント計算機社」という）と上
海盈訊科技有限公司のとの間の著作権侵害紛争案件（6）

である。上述したDreamwriter 文書作成ロボットが
生成した株市場財経文書（以下，「係争文書」という）
の著作物性について，広東省深セン市南山区裁判所は
次の通り判示した。
　まず，係争文書の外形的表現は，文字著作物の形式
要件を満たし，その表現内容はデータの選択，分析，

判断を反映しており，一定の独創性を有する。次に，
生成過程を見ると，係争文書の生成は，主にデータ
サービス（データ類型の入力及びデータ形式の処理を
含む），トリガー及び文章作成，スマート検査，ス
マート配信の 4段階で構成されている。これらの段階
において，原告の創作チームは，データ入力・形式処
理，トリガー条件設定，テンプレート及び文書スタイ
ルの配置，選択を行い，この行為は文章創作の過程と
して考慮するべきである。創作行為であるか否かを具
体的に認定する際には，その行為が知的活動であるか
否か，及び，その行為と著作物の特定の表現との間に
直接的な関係があるか否かを考慮する必要がある。本
件において，原告の創作チームによるデータ入力の取
捨選択等における配置と選択は，係争文書の特定の表
現と直接関係がある知的活動である。このような生成
過程から分析すると，係争文章の表現形式はテンセン
ト計算機社の創作チームメンバーの個々の配置と選択
によって決定され，その表現形式は唯一のものではな
いにしても，一定の独創性を有している。したがっ
て，係争文書は著作物として認定できる。
　また，裁判所は，係争文書は法人著作物として認定
され，その権利はテンセント計算機社に帰属すると判
断した。

　2つの裁判事例ともに，AI にて生成された文章の
外形的表現は，文字著作物の形式要件を満たしたと評
価されたが，1つ目の事例では，著作物は人間が創作
しなければならないとして，その著作物性を否定され
た。一方で，2つ目の事例では，裁判所は，創作主体
については直接評価しなかったものの，人間のデータ
入力等の配置と選択によって対象文書の表現形式が決
定されることに着目し，一定の独創性を有していると
して，対象文書の著作物性を肯定した。上述のとお
り，未だAI 生成物の著作権関係紛争事例は少なく，
学界での意見も統一されていないことから，統一的な
司法判断が形成されるまでにはまだ時間を要すると思
料される。

4．結語
　以上，AI 先進国である中国においては，様々な点
において，これにかかる知的財産権の保護について検
討，議論がなされており，上述したような審査基準や
裁判事例なども出てきていて，今後とも，色々な制度
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改正，裁判事例が出てくると思われる。こうした中国
の一連の動きは日本における取り扱いを考える上で多
少なりとも参考になる点もあろうと思われるが，本稿
が変化の速い中国におけるAI 関連知財の保護環境の
理解の一助となれば幸いである。　

（注）
（1）前瞻産業研究院「中国人工知能業界市場現状及び発展分析」
（2）中国インターネット協会「中国インターネット発展報告
2020」

（3）2017 年 5 月，小氷が「陽光失了玻璃窓」（光はガラス窓を
失った）詩集を出版。2020 年 7 月，小氷が「2020 世界人工
知能大会」のテーマ曲「智聯家園」を作曲。2020 年 8 月，
小氷が画集「或然世界：誰是人工知能画家小氷？」（蓋然的
な世界：誰がAI 画家小氷）を出版。

（4）中国のツイッターに相当する SNS。文字，画像，映像等の
投稿ができる。

（5）案件番号：（2018）京 0491 民初 239 号
（6）案件番号：（2019）粤 0305 民初 14010 号
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